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業 務 概 要

本業務は、近年、全国的に頻発している高潮・高波等による護岸等の損

傷・倒壊や、大規模な浸水被害の発生に対して、中国地方整備局管内の

既存港湾施設（構造物）の耐波性能及び、その背後地への影響を確認す

るために必要となる構造物の堤前波を算定するものである。

簡易公募型プロポーザル方式により手続き開始の公示を行ったところ、

１１社から参加表明書が提出された。

広島港湾空港技術調査事務所建設コンサルタント等選定委員会により、

提出された参加表明書について資格要件及び専門技術力等を評価し、６

社へ技術提案書の提出要請を行った。

提出された技術提案書について、同委員会により総合的に評価した結果、

高潮・高波等に対する耐波性能確認に係る波浪変形計算業務エコー・日

本港湾コンサルタント設計共同体を本業務の契約相手方として特定したも

のである。

以上により、会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項に基

づき、同社と随意契約を行うものである｡

近年、全国的に頻発している高潮・高波等による護岸等の損傷・

倒壊や、大規模な浸水被害の発生に対して、中国地方整備局管

内の既存港湾施設（構造物）の耐波性能及び、その背後地への

影響を確認するために必要となる構造物の堤前波を算定するも

のである。


